
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

並
河
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
年
　
二
月
　
　
五
日

松
江
市
北
田
町
二
番
地
三

山
口
整
形
東
本
町
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
年
　
二
月
　
　
一
日

松
江
市
東
本
町
三
︱
一
〇

島
根
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
︱

令
和
　
　
八
年
　
二
月
　
　
一
日

出
雲
市
下
古
志
町
一
五
七
四
︱
四

塩
津
診
療
所

令
和
　
　
八
年
　
二
月
　
　
一
日

出
雲
市
塩
津
町
七
八
番
地
三



七




十二




二十五




　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

さ
く
ら
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
年
　
二
月
　
　
一
日

雲
南
市
木
次
町
新
市
二
九



七




十二




二十五




　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

さ
く
ら
薬
局
黒
田
店

令
和
　
　
八
年
　
二
月
　
　
一
日

松
江
市
黒
田
町
四
二
三
︱
二

ウ
ェ
ル
ネ
ス
調
剤
薬
局
　
橋
南
店

令
和
　
　
八
年
　
二
月
　
　
二
日

松
江
市
西
津
田
七
丁
目
一
一
︱
一
四

メ
デ
ィ
・
く
り
薬
局

令
和
　
　
八
年
　
二
月
　
　
一
日

大
田
市
久
利
町
久
利
七
六
七
番
地
一



七




十二




二十五





